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第１ 法人について 

１ 法人の概要 

法人名 千葉県住宅供給公社 

代表者名 理事長 吉田 篤史          （令和6年7月1日時点） 

所在地 千葉市中央区栄町1番16号 

設立年月日 昭和40年11月1日 

資本金 
10,000千円 【うち県の出資金（出資割合） 10,000千円（100％）】 

（令和6年3月31日時点） 

 

２ 設立の経緯 

千葉県住宅供給公社（以下「公社」という。）は、県の住宅行政の一翼を担うため、      

昭和28年１月24日に設立された財団法人千葉県住宅協会を前身に、昭和40年6月に

制定された地方住宅供給公社法に基づき、同年 11 月 1 日に県の全額出資（1 千万円）

により、住宅を必要とする勤労者に対し居住環境の良好な住宅及び宅地を供給し、  

住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設立された。 

千葉県では、昭和 20 年代後半から京葉工業地帯の産業集積や首都圏の広域化の  

進展などを要因とした人口流入が続き、住宅不足の解消が大きな課題であった時代が

長く続いた。この間、全国初の住宅団地である八千代台団地の開発を初めとして、  

勝田台団地、千代田団地等の大規模団地での住宅や宅地の分譲事業や白旗台賃貸住宅

や成田賃貸住宅などの賃貸管理事業を行ってきた。 

平成4年からは、都市部の中堅所得者層に、居住環境が優れた民間賃貸マンション

を供給する目的で創設された特定優良賃貸住宅制度（前身の地域特別賃貸住宅制度を

含む。）により、所有者からマンション全体を一括して借上げる方式での賃貸管理事業

を開始した。また、平成11年9月からは、特定優良賃貸住宅の所有者から住戸の管理

のみを受託する管理受託住宅管理事業を開始した。 

その後、平成18年4月1日、平成17年度の公営住宅法の改正によって創設された

県営住宅の管理代行制度による管理代行者として管理を受託するため、それまで県営

住宅の管理を受託してきた千葉県まちづくり公社の職員を受け入れ、組織の整備・  

強化を図った。 



2 

 

３ 法人の現状 

（１）組織・役職員数 

   組織図                      （令和6年4月1日現在） 

 

【役職員数】（令和6年4月1日現在） 

常勤役員 3名 

非常勤役員 6名 

正規職員 46名 

県派遣職員 2名 

再雇用職員 3名 

臨時職員 38名 

計 98名 

 

理 事 長 常 務 理 事

理 事

監 事

総 務 部

工 務 課

賃 貸 業 務課

財 務 企 画課

滞 納 対 策課

県営住宅管理部

業 務 部

販 売 業 務課

施 設 課

茂原緑ヶ丘リゾーン
   販売センター

総 務 課

管 理 課

募 集 課
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（２）業務内容 

ア 分譲事業 

（ア）宅地分譲 

一戸建て独立住宅用地として、一定期間内に建設着工し、入居することができ

る者に土地を譲渡している。 

（イ）事業者向け宅地分譲 

事業用地として、一戸建て独立住宅、集合住宅及び利便施設等の供給を目的と

した事業者に土地を譲渡している。 
 

【主な宅地分譲団地の保有区画数】（令和5年度末現在） 

団地名 所在地 保有区画数 

茂原緑ヶ丘 茂原市 121 

 

イ 賃貸管理事業 

（ア）公社賃貸住宅管理事業 

公社が建設した賃貸住宅を管理運営している。 

県は公社等と連携し、障害者や高齢者、ひとり親世帯、低額所得者等の住宅確保

要配慮者に対して一定の質を確保した公的賃貸住宅を適切に供給することなどに

より住宅セーフティネットの構築を目指している。 
 

【公社賃貸住宅の保有状況】     （令和5年度末現在） 

団地名 所在地 築年数 戸数 

白旗台 千葉市 53 300 

成田 成田市 51 400 

轟町 千葉市 51 32 

パティオス9番街 千葉市 28 115 

パティオス13番街 千葉市 26 115 

パティオス14番街 千葉市 20 110 

合計   1,072 

 

 

 



4 

 

（イ）賃貸施設管理事業 

団地開発時に住民の利便性向上のため整備した賃貸店舗及び公社賃貸住宅に

併設した賃貸店舗並びに借地権を設定した分譲住宅の購入者等に対し賃貸した 

宅地の管理をしている。 
 

【賃貸施設の管理件数・区画数】（令和5年度末現在） 

種別 件数・区画 

賃貸店舗等 188件 

賃貸宅地 60区画 

 

ウ 管理受託住宅管理事業 

（ア）県営住宅管理事業 

   平成17年6月の公営住宅法の改正により、公の施設の管理の特例として、地方

公共団体又は地方住宅供給公社に公営住宅管理に必要な権限を一体的に付与する

管理代行制度が創設されたことを受け、県では平成 18 年 4 月から同制度を導入

し、公社に県営住宅の管理代行を委託している。 

これにより、従来の管理委託に加え、入居者の決定や同居の承認、収入超過者

の認定等の権限を一体的に行使できることとなり、管理の効率化や入居者の  

サービスの向上が図られている。 
 

【県営住宅の管理団地数等】        （令和5年度末現在） 

種別 団地数 管理戸数 区画数 

一般県営住宅（注1） （注2）142 18,586  

改良住宅等（注3） （注2）  9 585  

有料駐車場 58  8,060 

（注1）一般県営住宅は、「公営住宅法」に基づき、住宅に困窮する低所得者等に低廉な家賃

で賃貸するため、県が供給する住宅。 

（注2）五所、実籾、平和、二宮、南本町、薬円台、国府台県営住宅の合計7団地は重複して

いる。 

（注3）改良住宅等には、五所〔特定公共賃貸住宅（注4）〕・薬円台〔地域特別賃貸住宅 

（注5）〕を含む。 

     改良住宅は、「住宅地区改良法」に基づき、不良住宅が密集する地区の改良事業

の施行によって、居住する住宅を失う世帯等のため、県が供給する住宅。 

（注4）特定公共賃貸住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、 

中堅所得者の良好な生活環境を維持するため、県が供給する住宅。 

（注5）地域特別賃貸住宅は、国の「地域特別賃貸住宅制度要綱」に基づき、中堅所得者 

の良好な生活環境を維持するため、県が供給する住宅。 
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（イ）滞納家賃等収納業務 

     令和 4 年度から新たに県営住宅入居者のうち短期滞納者などへの滞納家賃の 

徴収を実施する滞納家賃等収納業務を受託している。 

     県営住宅の管理業務と一体的に行うことにより、滞納家賃等収納業務を効率的

かつ適切に実施することができ、県営住宅使用料の収入確保と入居者の便益に 

寄与している。 

 

エ その他事業 

  （ア）受託事業 

県営住宅工事等の設計監理業務及び公社分譲住宅の購入者からの土地・建物 

管理業務等を受託している。 

（イ）資金回収事業 

     割賦販売した公社分譲住宅等について、分譲代金の回収業務を行っている。 

 

（３）財務状況 

①貸借対照表から                       （単位：百万円） 

 H17年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

資産総額 47,378 27,184 25,983 24,693 23,363 

 うち現預金 5,121 4,344 4,600 5,520 5,587 

 うち有価証券 0 8,190 7,315 5,578 4,605 

 うち分譲事業資産 17,536 1,907 1,720 1,560 1,524 

 うち賃貸事業資産 15,488 11,660 11,415 11,156 10,918 

負債総額 53,741 31,092 29,704 28,183 26,614 

 うち県からの借入金 33,781 18,762 17,761 16,760 15,759 

純資産額 △6,363 △3,908 △3,721 △3,490 △3,251 

・資産総額は、分譲事業資産の処分や県、住宅金融支援機構等への借入金の返済、賃貸

事業資産の減価償却等により減少している。 

  ・公社は、平成 14 年に債務超過であることが明らかとなり、その後特定調停を申し 

立てたところである。これを受け裁判所が決定し、平成 17 年 1 月に確定した計画 

どおり、県、住宅金融支援機構等の借入金の返済が行われていることから、負債  

総額は減少している。 
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  ・純資産額は、平成 17 年度末に約 64 億円の債務超過であったが、平成 22 年度に   

当期純利益で赤字を計上した以外は黒字を計上していることから、債務超過額は 

令和5年度末で約33億円に減少した。 

 

 ②損益計算書から                       （単位：百万円） 

事業区分 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

分譲事業 2 15 11 11 △6 

賃貸管理事業 239 232 245 340 355 

 公社賃貸住宅・賃貸施設 239 232 245 340 355 

管理受託住宅管理事業 7 3 △2 △6 14 

 県営住宅管理代行 △5 △3 △3 △3 △3 

滞納家賃等収納業務 - - - △3 17 

管理受託特定優良賃貸住宅 12 6 1 0 - 

その他事業 28 12 21 11 22 

事業損益 276 262 275 356 385 

その他経常収益 27 19 20 20 19 

その他経常費用 112 105 100 144 126 

経常損益 191 176 195 232 278 

特別利益 0 0 1 0 0 

特別損失 9 1 9 2 39 

当期純利益 182 175 187 230 239 

 

  ・分譲事業は、大規模区画の処分が終了し、今後は茂原緑ヶ丘団地の分譲が主体と  

なるため大きな利益を上げることは困難である。 

  ・慢性的に赤字を計上してきた借上型特定優良賃貸住宅管理事業が平成 30 年度で  

終了したことから、高い入居率を維持している公社賃貸住宅管理事業の安定した 

収益により、当期純利益は継続的に黒字を確保している。 
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第２ 経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの取組 

１ 財政的リスクである債務超過について 

   公社は地価下落に伴う保有土地の含み損の拡大や長引く景気の低迷による住宅需要

の減退、多額の借入金の返済等により経営が悪化し、平成14年に債務超過であること

が明らかとなった。その後、特定調停で裁判所に提出した事業計画（以下「裁判所   

提出計画」という。）に沿って経営健全化を図っているところではあるが、令和5年度

末時点で約33億円の債務超過状態である。 
 

（１）公社が債務超過に陥った要因 

公社が債務超過に陥った要因としては次のとおりである。 

・右肩上がりの経済成長を前提とする事業が多く、地価の継続的下落、景気低迷や

住宅・宅地市場の動向に適切な対応ができなかったこと。 

・バブル経済崩壊後も新規の事業用地（市原市米沢団地、流山市木地区等）の取得

や一括借上型の特定優良賃貸住宅管理事業を進めたこと。 

・継続的な収入が確保できる賃貸管理事業への転換が遅れたこと。 

・分譲事業の規模が縮小しているにも関わらず組織や人員の見直し等合理化の対応

が遅れたこと。 

・旧公社会計基準（平成 13 年まで適用）において、その仕組みから実際の損益や

適正な資産価値が財務諸表に反映されず、正確な経営状況が把握しづらく的確な

経営判断を行うことが困難であったこと。 
 

（２）債務超過判明以降の経緯について 

平成14年11月 県が外部委託により各外郭団体の経営調査を実施した結果、 

公社に900億円を超える借入金残高があり100億円を超える債務 

超過状態であることが判明。 

同年12月 県で公社等外郭団体の見直し方針を定め、公社は分譲事業から

撤退し、賃貸管理事業を中心に存続を図る方針となる。 

平成15年12月 公社保有土地の時価評価が簿価を割り込む鑑定結果となる。 

（帳簿価格約940億円に対し、約299億円の時価評価。） 

⇒債務免除なしには公社の再建は不可能であることが判明。 

平成16年2月 公社が民間金融機関 11 行、住宅金融支援機構、県を相手に、 

債務免除等を求める特定調停を東京地方裁判所に申立て。申立て

に際し、経営の健全化を図るため策定した裁判所提出計画を提出。 

同年10月 東京地方裁判所が民事調停法第17条の調停に代わる決定（以下  

「裁判所17条決定」という。）を行う。 

同年12月 臨時県議会で裁判所17条決定に異議を申し立てないことを決定。 

平成17年1月 異議申立期間の経過により裁判所17条決定が確定。 
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 （３）裁判所17条決定の概要 

   ア 借入金債務について 

 

民間金融機関 

 

平成16年2月4日現在 

借入金債務 

 

713億9,322万8,000円 

 

 

弁済総額 

392億6,627万5,405円 

（弁済率55％） 

 

 弁済原資 

① 県貸付金 

300億3,800万円 

弁済期間：30年間 

(期限:令和17年3月末) 

金利：年0.02％ 

② 公社自主財源 

92億2,827万5,405円 
 

債務免除 

321億2,695万2,595円（放棄率45％） 
 

住宅金融支援機構 

平成16年9月3日現在 

借入金債務 
 

 154億1,989万7,566円 

 弁済期間を40年に延長（期限：令和27年3月末） 

 金利引き下げ（年0.15%）により全額弁済 

千葉県 

平成16年9月3日現在 

借入金債務 
 

47億4,461万7,032円 

(うち旧企業庁：27億45万

9,032円) 
 

〔賃貸住宅建設事業資金  

貸付等〕 

 民間金融機関及び住宅金融支援機構への弁済完了後に返済

時期・方法について協議する。 

 民間金融機関及び住宅金融支援機構への弁済期間である 

40年間の利息、損害金は免除。 

限度額14億8,000万円 

〔公社緊急支援事業貸付〕 

 平成 16 年度中の運営資金の不足額として借入れた資金に 

ついては、元金及び利息を平成17年3月31日限り支払う。 

 

イ 資金調達の方法について 

千葉県  公社の弁済原資として300億3,800万円を貸し付ける。 

 公社から流山木地区土地区画整理事業を引き継ぐ。 
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 （４）裁判所提出計画について 

  ア 裁判所提出計画の目的 

裁判所提出計画は、裁判所 17 条決定の確定後、公社が経費削減に努めながら、 

分譲資産の処分、賃貸住宅管理、割賦債権の管理及び管理受託事業を行い、借入金

の弁済を行うための各年度の収支見通しを示すものである。 
 

イ 裁判所提出計画の概要 

国、住宅金融支援機構及び県に対する債務の弁済原資として、平成 17 年度から     

令和26年度までの40年間で約456億円の確保を見込む。 

【弁済原資（約456億円）の内訳】 

分譲事業…分譲事業資産を平成30年度までに売却し約204億円を見込む。 

賃貸事業…公社賃貸住宅などの管理事業において平成56年度までに約252億円 

を見込む。 
 

    ※ 裁判所提出計画で掲げる数値及び取組実績については、後述の「３（１）   

法人による取組」を参照。 
 

２ 財政的リスクが県に与える影響 

仮に公社が再び経営破綻した場合、裁判所 17 条決定の実行による県から公社への 

貸付金（民間金融機関への弁済原資の貸付金 及び 賃貸住宅建設事業資金貸付金等。

令和 5 年度末における残高約 158 億円。）とその利息の支払いを受けられなくなる  

可能性がある。 

 

３ 財政的リスク解消に向けた取組とその実績 

（１）法人による取組 

    公社は、これまで裁判所提出計画に沿って以下の取組を実施してきた。 
 

ア 分譲事業について 

職員による土地相談会の開催や各種イベントへの参加などの営業活動、インター

ネットを活用するなど販売地域に合わせた効率的、効果的な広告宣伝の実施及び 

ハウスメーカーや不動産業者などとの連携による顧客獲得機会の拡大、更に、一部

の区画に対し、期間限定価格を設定することなどにより、集客力の向上を図り早期

処分に努めた。 
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【保有土地の処分状況】 

区 分 
裁判所提出計画 A 

H17年度～H30年度 

実績 B 

H17年度～R5年度 

差引 B-A 

茂原緑ヶ丘、四街道

池花団地など戸建

住宅用地 

区画数 943 840 △103 

面積（ha） 24.50 19.94 △4.56 

収益(百万円） 11,725 11,122 △603 

流山市木地区（区画

整理事業地内） 

面積（ha） 8.15 8.50 0.35 

収益(百万円） 8,599 10,011 1,412 

上記以外（注） 

区画数 134 83 △51 

面積（ha） 93.37 13.93 △79.44 

収益(百万円） 5,153 5,384 231 

合計 

区画数 1,077 923 △154 

面積（ha） 126.02 42.37 △83.65 

収益(百万円） 25,477 26,517 1,040 

※ 裁判所提出計画（平成17年度から令和26年度までの40年）の期間において、保有土地の処分は平成30

年度までに終了と計画している。 

（注）造成工事未着手の土地、土地賃借権付分譲住宅又は定期借地権付分譲住宅の底地など。 

 

イ 賃貸管理事業について 

公社賃貸住宅管理事業については、ライフスタイルに合わせた間取りの変更や 

入居者などの意見を取り入れた設備改修を行い、これらの住戸をモデルルームとし

て積極的に公開するとともに、フリーレントなど各種キャンペーンの実施や定期 

借家制度を導入し入居者の家賃負担を引き下げることで入居促進に努めた。 

白旗台団地、成田団地及び轟団地については、退去時に和室を洋室にリニュー  

アルすることなどにより以後の修繕費の軽減を図った。 

借上型特定優良賃貸住宅事業では、慢性的な赤字を改善するため、所有者に対し

て、家賃の引き下げや入居者負担額の引き下げのため県が創設した補助制度の活用

を交渉するとともに、家賃 2 ヶ月半額など各種キャンペーンの実施やエアコンの 

設置など住戸設備の充実を図ることで入居促進に努めた。 

また、空室の有無に関わらず、所有者に対して一定の家賃を支払う必要がある  
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借上型特定優良賃貸住宅については、空室に対する家賃負担を無くすため、所有者

との交渉により団地内住戸の全部又は一部を特定優良賃貸住宅制度から除外する 

ことで経費の削減に努めた。 

更に、賃貸住宅の入居者を獲得するため、不動産業者に対して優先的な顧客誘導

を継続的に働きかけるとともに、不動産関連の協会への営業訪問も実施した。 

 

ウ 未収家賃等の早期回収について 

滞納者が発生した場合には、速やかに電話督促と臨戸徴収、連帯保証人への連絡、

通知を行い、3 ヶ月以上の長期滞納者については、返済困難な状況であれば退去を

促し、これに応じない場合は、法的手続きを実施している。 

また、公社賃貸住宅や借上型特定優良賃貸住宅などから退去した長期滞納者に 

ついても追跡調査を行い、回収困難な者については、回収を専門とする弁護士に  

業務委託することで、滞納額の縮減に努めた。 

更に、入居者に家賃などの支払いを保証する会社を利用させることで、滞納が  

発生した場合、保証会社から代位弁済を受けることにより、未収家賃などの拡大を

防止した。 

【未収家賃等の残高推移】                   （単位：千円） 
 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

年度末残高 26,153 24,578 23,217 21,435 18,942 16,823 

 

エ 職員数及び役職員の報酬等について 

正規職員の退職者不補充を原則とし、臨時職員（再雇用職員を含む。）を活用する

ことで事業を執行してきた。 

また、役職員の報酬や給料については、特定調停の申出前から役員報酬の 25％ 

カットや職員の給与月額 10％から 15％カット、期末手当のカットなど大幅な削減

を実施してきたが、平成 16 年 4 月からは更に、管理職の給与月額 12％から 20％ 

カットや期末勤勉手当の 50％カットなど、削減措置を強化し、更に、平成 23 年度

に削減後の給与水準を恒久化する規程整備を実施するとともに、職員の勤務成績や

公社の業績を反映させる給与制度を導入した。 

一方で、県営住宅の修繕工事の増加傾向や、令和4年度から県営住宅の滞納家賃

等収納業務を新たに受託するなど、今後の事業継続に一定数の正規職員が必要で 
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あることから、退職者数の範囲内での正規職員の採用を再開した。 

【職員数の推移】 

 裁判所提出計画 

H16年度末 

裁判所提出計画 

R26年度末 

裁判所提出計画A 

R5年度末 

実績B 

R5年度末 

差引B－A 

正規職員 72(0) 43(3) 55(3) 50(3) △5(0) 

臨時職員 16 2 5 39 34 

※ 括弧内は、県派遣職員で内数。 

 

オ 事業の執行体制等について 

平成 17 年度から 2 名の非常勤役員を民間から登用し、公社経営に関する重要  

事項についての意思決定に当たり、民間の視点での提言を受けているほか、学識  

経験者や分譲・賃貸事業の専門家 5 名で構成するアドバイザリー会議を設置し、  

公社賃貸住宅や特定優良賃貸住宅の入居率の改善、分譲事業の効果的なＰＲ手法や

販売戦略の検討など、民間企業のノウハウや専門的見地からの意見・助言などを  

取り入れ事業を推進してきた。 

 

カ 弁済資金の管理について 

住宅金融支援機構及び県への長期にわたる弁済の資金を安全かつ確実に管理する

ため、平成 17 年 4 月に規程（千葉県住宅供給公社積立弁済基金の設置、管理及び 

処分に関する規則）を整備し、分譲資産の売却収益や賃貸管理事業などによる収益

は全て基金に入れて 弁済のための資金を確保するとともに、公社運営で必要な 

経費の資金移動については、あらかじめ県に報告することとした。 
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 （２）経営状況について 

   上記の取組により、裁判所 17 条決定以降の経営状況については次のとおりと   

なっている。 

 

  ア 各事業の損益状況                     （単位：百万円） 

事業区分 
裁判所提出計画 

H17年度～R26年度 

H17年度～R5年度 

裁判所提出計画 A 実績 B 差引 B-A 

分譲事業 △1,115 △1,115 3,393 4,508 

賃貸管理事業 7,250 4,569 1,723 △2,846 

 公社賃貸住宅 

・賃貸施設 

7,250 4,569 6,232 1,663 

借上型特定優良賃貸住宅 0 0 △4,509 △4,509 

管理受託住宅管理事業 176 176 152 △24 

その他事業 1,124 966 1,520 554 

事業損益 7,435 4,596 6,788 2,192 

 

イ 債務超過額の状況                     （単位：百万円） 

裁判所提出計画 

H16年度末 

裁判所提出計画 

R26年度末（注1） 

裁判所提出計画 A 

R5年度末（注2） 

実績 B 

R5年度末 

差引 

 B-A 

40,755 2,482 6,364 3,251 △3,113 

（注1）平成16年度末債務超過額40,755百万円から、当期純損益累計（平成17年度から令和26年度） 

4,588百万円、当該損益累計に含まれない16年度資産の適正化による繰越欠損金減少額1,373百万円 

及び17年度債務免除益32,312百万円を差引いたもの 

（注2）平成16年度末債務超過額40,755百万円から、当期純損益累計（平成17年度から令和5年度）  

706百万円、当該損益累計に含まれない平成16年度資産の適正化による繰越欠損金減少額1,373百万円

及び平成17年度債務免除益32,312百万円を差引いたもの 
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ウ 繰越金の状況                         （単位：百万円） 

区 分 
裁判所提出計画 

H17年度～R26年度 

H17年度～R5年度 

裁判所提出計画A 実績 B 差引 B-A 

当期資金収入 207,189 141,863 142,499 636 

 前期繰越金 1,437 1,437 1,429 △8 

事業資金収入 205,752 140,426 141,070 644 

当期資金支出 206,191 131,232 132,307 1,075 

 事業資金支出 159,999 104,236 105,311 1,075 

借入金償還 46,192 26,996 26,996 0 

次期繰越金 998 10,631 10,192 △439 

※ 繰越金は、借入金の弁済原資となる現金、預金、有価証券の合計額。 

※ 前期繰越金は平成16年度末の金額を計上した。 

 

 

エ 借入金の返済状況 

    公社は、裁判所17条決定の確定以降、借入金の返済を確実に履行している。 

（単位：百万円） 

借入先 
借入金額 

（H16年度末） 

返済累計額 
(H17年度～R5年度) 

借入金残高 
（R5年度末） 

返済最終年度 

県 

民間金融機関への 

弁済原資として貸付 
30,038 19,024 11,014 令和16年度 

賃貸住宅建設事業 

資金貸付等 4,745 0 4,745 
機構への弁済 

完了後に協議 

住宅金融支援機構 15,309 7,272 8,037 令和26年度 

国 289 289 0 令和3年度 

合 計 50,381 26,585 23,796  

 

（３）県等による関与 

ア 裁判所17条決定に基づく弁済原資の貸付 

同決定の確定を受け、県は平成17年3月29日に公社に対して、民間金融機関へ

の弁済原資の一部として、300億38百万円の貸付を行った。 

なお、県は、この貸付けの原資として、240億円の県債を発行した。 
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イ 流山木地区土地区画整理事業の引継 

県は、裁判所 17 条決定の確定を受け、平成 17 年 4 月 1 日付けで、公社から    

同事業の施行を引継いだ。 

なお、県は、同事業の権利義務等の承継に伴い約 35 億 5 千万円を公社に     

支払った。 

 

ウ 公社に対する指導・監督 

（ア）千葉県住宅供給公社経営監理委員会による指導・監督 

裁判所 17 条決定の確定を契機に、公社が再建を果たし、県、住宅金融支援機構

等への借入金の弁済を確実に履行し、その社会的責任を果たせるよう、庁内関係課

による横断的な監督機関として副知事をトップとする千葉県住宅供給公社経営監理

委員会を平成17年 3月に設置した。以後、本委員会において年3回、公社の決算

状況や裁判所提出計画の進捗状況、翌年度の事業計画等の報告を求め、指導・監督

を行っている。 

※ 同委員会の構成員は以下のとおり。 

       委員長 副知事（県土整備部担当） 

       委 員 総務部長、総務部総務課長、総務部財政課長、 

県土整備部長、県土整備部都市整備局長、 

県土整備部県土整備政策課長、県土整備部都市整備局住宅課長、 

           企業局長、企業局土地管理部土地事業調整課長 
 

（イ）住宅課による指導・監督 

平成 16 年度から毎年度、住宅課職員による地方住宅供給公社法第 40 条に  

基づく公社事務所への立入検査を実施し、公社の業務運営の実態を把握し、改善

事項等の指導を行っている。 

この他、住宅課では、毎月、分譲資産の処分状況など各事業の執行状況や資金

管理の状況について報告を求めることなどを通じて、常時、公社経営を監視し、

適時、指導・監督を行っている。 

 

（ウ）財政的援助団体等監査 

令和3年度及び4年度を対象とした、県監査委員による財政的援助団体等監査

のうち、いずれの年度も指摘事項として「経営状況の改善」が、令和 3 年度に   

おいては注意事項として「未収家賃等の早期回収」が指摘等を受けている。 

なお、同監査での指摘事項等は以下のとおりである。 
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令和3年度 

【指摘事項】 

令和3年度決算において、186,837,303円の当期純利益を計上したものの、

依然として3,721,192,127円の債務超過となるなど極めて厳しい経営状況

にあることから、引き続き経営の改善に努めること。 

【注意事項】 

賃貸管理事業における令和 3 年度末の未収家賃は、21,435,495 円であり、

依然として多額となっていることから、債権管理に万全を期し、早期回収に

努めること。 

県では、これら指摘事項等について、公社に対して千葉県住宅供給公社経営

監理委員会や立入検査等により指導、助言を行っており、指摘事項については、

保有宅地の早期処分や公社賃貸住宅の入居率の維持、経営コストの縮減に努め、

事業収支の改善を図るよう指導した。 

その結果、令和 4 年度決算の当期純利益では、約 2 億 30 百万円を計上し、 

債務超過額を縮減することができた。 

また、注意事項に関しては、未収家賃等の早期回収に努めるよう指導した。 

公社では、電話督促、臨戸徴収などに加え、退去した滞納者に対する追跡調査

の実施など、回収業務の強化に努めた結果、未収家賃等の残高は、令和4年度

末には約19百万円に減少した。 

令和4年度 

【指摘事項】 

 平成4年度決算において、2億3,066万円余りの当期純利益を計上したも

のの、依然として34億 9,053 万円余りの債務超過となるなど極めて厳しい

経営状況にあることから、引き続き経営の改善に努めること。 
 

県では、この指摘事項について、令和3年度の監査への対応と同様、公社に

対して改善を図るよう指導した結果、令和 5 年度決算の当期純利益では、   

約2億39百万円を計上し、債務超過額を縮減することができた。 

 

エ 特定優良賃貸住宅事業の収支改善に係る財政支援 

県では、特定優良賃貸住宅事業の赤字対策として、平成17年度に入居者負担額の
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引き下げのための補助制度を県単独で創設し、入居率の改善を支援した。 

これにより、入居率は一時は大きく改善され赤字額も縮減されたが、入居者負担

額は従前と同様に年3.5％ずつ上昇していくことから、再び入居率が悪化したため、

平成 22 年度からは契約期間終了までの入居者負担額が同額となる補助制度を導入

し、収支の改善を支援してきた。 

なお、借上型特定優良賃貸住宅事業については、最大で単年度で 6 億円程度の  

赤字を計上し、公社の経営を圧迫していたが、平成 30 年 8 月に全ての契約が終了

したため、事業は終了した。 

 

オ 県職員の派遣 

県は、公社に県営住宅管理事業を委託しており、業務を円滑に遂行するためには、

県との連携が不可欠であることから、県営住宅管理部門へ技術職員2名を派遣し、

業務の推進を図っている。 

 

（４）これまでの取組の課題 

ア 分譲事業について 

保有土地の早期処分に努めた結果、裁判所提出計画の収益（約 255 億円）に   

対する進捗（収益実績 約265億円）は約104％となっている。しかしながら、処分

面積については、計画（126ha）の 3 分の 1 程度（処分面積 42ha）にとどまって   

おり、未処分となっている主な土地は、住宅団地を開発する目的で平成7年度から

取得した米沢団地（75.2ha）及び千葉ニュータウン内の分譲マンション 2 団地  

（桜苑西の原、桜苑弐番街）における未着工棟の建設敷地（1.7ha）である。 

また、茂原緑ヶ丘団地は、一部の区画で圧密沈下のためライフラインの再整備が

必要となったことにより 処分を保留したことなどから、処分が大幅に遅れている。 

 

イ 賃貸管理事業について 

公社賃貸住宅については、入居促進に努めたことにより高い入居率を維持する 

ことができた反面、各種キャンペーンの実施や定期借家契約制度の導入による入居

者の家賃負担の引き下げなど、事業利益の圧迫要因も生じている。 

なお、白旗台団地、成田団地及び轟団地は、管理開始から 50 年が経過したこと 

から、収益を確保するため適切な維持管理が必要となる。 
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ウ 人事施策等について 

正規職員の退職者不補充を原則とし、人員の不足に対しては、人件費削減のため

臨時職員を雇用することにより対応してきたことから、高齢化が進んでいる。 

また、工事等の監理業務に従事する専門的な資格や知識、経験を有する建築など

の技術職員についても、公社事業を継続していくためのノウハウの継承を図る  

必要があるため、令和4年度より正規職員の採用を再開したが、賃金水準の上昇な

どからくる採用難の状況にあり、職員の処遇の見直しが急務となっている。 
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第３ 今後の抜本的な経営健全化に向けた検討 

公社については、平成 14 年に大幅な債務超過状態であることが明らかになって  

以降、裁判所17条決定や裁判所提出計画に沿って、抜本的な経営健全化に努めてきた

結果、債務超過額は平成 17 年度末の約 64 億円から令和 5 年度末には約 33 億円まで

減少した。 

これは裁判所提出計画の令和 5 年度末の債務超過額約 52 億円を大幅に上回る   

ペースでの改善であるが、依然として多額の債務超過が残っていることに変わりは 

なく、保有土地の処分の遅れや組織のノウハウの継承などの課題も抱えている。 

今後、裁判所提出計画を着実に進めて、これらの課題に対処し、多額の債務超過を

解消していくためには、これまで以上の抜本的な経営健全化に向けた取組が必要で 

あることから、以下のとおり、抜本的な経営健全化に向けて、総務省が示すフロー  

チャートに沿って、法人が実施する事業の意義及び採用すべき事業手法について検討

を行う。 

 

 

 １ 法人が実施する事業の意義について 

 （１）分譲事業 

  ア 事業の公共性・公益性 

   分譲事業については、高度経済成長期における深刻な住宅不足や居住水準の向上

などに対応するため、県の住宅政策の一翼を担い、住宅を必要とする勤労者に対し

て、県内各地において 32,000 戸（宅地を含む）を超える住宅・宅地の供給を行う 

ことで、県民の生活の安定と住環境の向上に寄与してきたところであるが、その後

の住宅の量的不足の解消や民間事業者の成熟などから、現在は役割を終えつつある。 

 

イ その他の意義 

平成 14 年 12 月の公社等外郭団体の見直し方針に基づき、新たな分譲事業は行わ 

ないものの、債務の返済に必要な弁済原資を確保するため、引き続き、保有土地の  

早期処分を進めなければならない。 
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 （２）賃貸管理事業 

  ア 事業の公共性・公益性 

    公社賃貸住宅管理事業については、高度経済成長期に著しく不足した中堅勤労者

向けの賃貸住宅の供給を初めとして、千葉市内及び成田市内において 1,391 戸を 

供給することで、県民の生活の安定と住環境の向上に寄与してきたところである。 

    また、公社賃貸住宅は、県下の県営住宅の補完的役割を果たしており、障害者や

高齢者、ひとり親世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まないという点で、住宅  

セーフティネットの構築に寄与している。 

 

イ その他の意義 

公社賃貸住宅は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより一時落ち込んだ 

ものの、令和4年度以降は年間月末平均で97％を超える高い入居率を維持し、公社

の主力事業として安定した収益を確保しており、公社が健全な経営を継続する上で、

必要不可欠な事業である。 

 

（３）管理受託住宅管理事業 

ア 事業の公共性・公益性 

  県営住宅は、公営住宅法に基づき地方公共団体が国の補助を受けて、健康で文化

的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して

低廉な家賃で賃貸する福祉政策的な性格をもった住宅セーフティネットの中核とな

る賃貸住宅であり、県は県営住宅の建設及び管理を通じて、県民生活の安定と社会

福祉の増進を図っている。 

県営住宅の管理については、入居者の決定等の公権力的な意志決定など中立・  

公平な立場に立って適切な判断が求められることから、公営住宅法に基づく管理 

代行制度の代行者は地方公共団体以外では住宅供給公社に限られるものである。 

公社の管理代行により、入居者の募集・決定から退去までを一元的に行うことで、

入居者へのサービスの向上を図るものである。また、公社が県営住宅と公社賃貸  

住宅を一元的に管理することにより、住宅の斡旋など県民サービスの向上に寄与し

ている。 
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イ その他の意義 

    公社の管理代行により、従来の管理委託に加え、入居者の決定等の権限が付与さ

れるため、県の事務の合理化にも寄与している。 

 

 

 ２ 事業手法の選択、選択理由 

総務省は、地方公共団体が第三セクター等の抜本的改革を含む経営健全化の取組を

検討するに当たり、「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」の別紙2に定める

「抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討のフローチャート」の手順により 

検討することを求めている。 

 総務省の「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」（平成26年8月5日）の別紙2 
 

  【抜本的改革を含む経営健全化の取組に係る検討のフローチャート】（抜粋） 

 
   

総務省の指針では、債務超過である場合は、原則として「採算性がないものと判断

することが適当」とされており、公社は裁判所１７条決定以降、フローチャートの  

『債務調整を実施（再生）した上で、第三セクター等で引き続き積極的な経営改革を

【再生不能・再生可能の判断開始】

完全民営化・民間売却

地方公共団体（直営）

無

事業手法の選択

上下分離

債務調整を実施（再生）した上で、第三セクター等で引き続き積極的な経営改革を実施

　　経営体制の変更や大幅な経営改革を行うことを前提に、第三セクター等で引き続き実施

事業そのものの意義

（行政目的との一致度）

有

採算性
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実施』しているところである。 

なお、公社は、裁判所17条決定以降、平成22年度に当期純利益で赤字を計上した

以外は黒字経営を維持していることから、令和 5 年度末の債務超過額は約 33 億円に

減少したところである。 

   今後についても、「第３ １」に記載した意義を果たすには、引き続き、法人税や  

事業税の非課税など税法上の優遇措置が受けられる地方住宅供給公社法に基づく  

公社形態を維持した上で、裁判所提出計画に沿って経営健全化を図ることにより、 

更なる県民への負担を発生させることなく、長期にわたる多額の債務の返済を確実に

履行するため、経営改革を実施していくことが最善と考えられる。 
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第４ 今後の抜本的な経営健全化に向けた具体的な取組 

１ 法人による経営健全化のための具体的な対応 

公社は、今後の経営改善に取り組むに当たり、具体的な経営指標を明確にするため、    

令和6年度から令和10年度を期間とする第三次経営改善計画（以下「三次計画」とい

う。）を策定した。 

  三次計画では、保有土地の処分、公社賃貸住宅管理事業の強化及び人員計画に   

基づいた適正な組織の維持による人件費の抑制などにより利益を確保することで、 

債務超過額を縮減するとともに債務の返済を確実に履行するために必要な弁済原資

の確保に努める。 

  また、管理代行制度による県営住宅管理者として、適正かつ効率的な管理と県民へ

の良好なサービスの提供に努める。 

 

（１）具体的な取組 

ア 分譲事業について 

これまでの実績や不動産市場の動向を踏まえ、保有土地の処分年度を明確にし、 

市場環境の変化に応じた効果的・効率的な広告宣伝や各種キャンペーンなどの営業

活動を行い、次期計画の達成を目指し、弁済原資の確保に努める。 

また、未処分の土地のうち、茂原緑ヶ丘団地については、計画区画数1,700区画の

うち約 121 区画残っているが、茂原市が実施している大規模盛土造成地調査の対象

区域に含まれていることから、今後の調査結果を踏まえて販売計画の再検討を行う。 

米沢団地及び千葉ニュータウン内の分譲マンション2団地（桜苑西の原、桜苑弐番

街）における未着工棟の建設敷地は、処分に当たり法令等の手続が必要になること、

団地開発予定地内の地権者やマンション所有者との協議が必要になること及び需要

動向の見極めなど、諸問題への対応が必要となることから、関係機関と情報共有を図

るなど処分について検討を進める。 
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【保有土地の処分計画】 

区 分 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

茂原緑ヶ丘、四

街道池花団地

など戸建住宅

用地 

区画数 0 0 4 6 5 

面積（ha） 0 0 0.12 0.25 0.18 

収益 

(百万円） 
0 0 29 61 44 

その他（注） 

区画数 3 2 9 8 6 

収益 

(百万円） 
28 4 58 50 34 

合計 

区画数 3 2 13 14 11 

面積（ha） - - 0.12 0.25 0.18 

収益 

(百万円） 
28 4 87 111 78 

（注）土地賃借権付分譲住宅又は定期借地権付分譲住宅の底地など。 

 

イ 賃貸管理事業について 

公社賃貸住宅管理事業については、長期にわたる債務弁済の収益源であること 

から、競合物件の状況など市場環境を踏まえ、現在導入している定期借家契約制度

の内容や各種キャンペーンなどを適宜見直し、引き続きキッチンや給湯設備などの

リフォームを行うことで長期的に安定した収益の確保に努める。 

また、引き続き、退去時に和室を洋室にリニューアルすることなどにより、以後

の修繕費の軽減を図ることに加え、次期計画期間内に予定している公社賃貸住宅 

などの計画修繕工事を着実に実施し、資産価値の維持に努める。 

 

ウ 管理受託住宅管理事業について 

平成18年度から管理代行制度により受託している県営住宅管理業務については、

管理代行者としての経験と実績に基づく住宅管理のノウハウを活かし、今後も募集・

入居から退去までの丁寧な対応や住宅と施設の適正な維持管理を継続することで、

管理の効率化と県民サービスの向上に努める。 

また、令和 4 年度より受託している滞納家賃等収納業務においても、速やかな  

滞納対策により滞納額の縮減と新規滞納者発生の抑制を図り、引き続きの受託に 

努める。 
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エ 未収家賃等の早期回収について 

滞納者が発生した際の電話督促と臨戸徴収、連帯保証人への連絡、通知を強化  

するとともに、長期滞納者について、公社が返済困難と判断した場合は自主退去を  

促す。 

公社賃貸住宅などから退去した滞納者についても追跡調査を行い、回収困難な者

については、回収を専門とする弁護士に業務委託することで、未収金の縮減に   

努める。 

また、家賃などの支払いを保証する会社の利用を促進することで、未収金の拡大

防止に努める。 

 

オ 人事施策等について 

組織については、業務量に応じた見直しを適宜行う。 

また、職員の確保については、正規職員の高齢化や技術職員の不足の解消と   

ノウハウの継承の観点から、計画的な採用により事業継続に必要な人員を確保する

とともに、処遇の見直し等についても検討を進める。 
 

【職員数の推移】 

 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

次期 

計画 A 

正規職員 56（2） 57（2） 60（2） 62（2） 63（2） 

臨時職員 43 43 39 36 35 

計 99（2） 100（2） 99（2） 98（2） 98（2） 

裁 判 所
提出 
計画 B 

正規職員 53（3） 53（3） 52（3） 52（3） 51（3） 

臨時職員 7 7 8 8 9 

計 60（3） 60（3） 60（3） 60（3） 60（3） 

差  

A-B 

正規職員 3（△1） 4（△1） 8（△1） 10（△1） 12（△1） 

臨時職員 35 35 30 27 25 

計 39（△1） 40（△1） 39（△1） 38（△1） 38（△1） 

※ 括弧内は、県派遣職員で内数。 
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 （２）経営目標について 

   上記の取組により達成を目指す三次計画の経営目標は、次のとおりとなっている。 

 

ア 各事業の損益計画                      （単位：百万円） 

事業区分 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

分譲事業 0 0 △15 △18 △1 

賃貸管理事業 305 317 324 333 314 

管理受託住宅管理事業 16 7 △4 6 33 

その他事業 9 4 11 13 16 

事業損益 330 328 316 334 362 

その他経常収益 189 12 13 13 12 

その他経常費用 200 40 44 45 39 

経常損益 319 300 285 302 335 

特別利益 1 0 1 6 1 

特別損失 0 1 5 0 3 

当期純利益 A 320 299 281 308 333 

裁判所提出計画 

当期純利益 B 
248 261 269 268 272 

差 A-B 72 38 12 40 61 

 

イ 債務超過額の計画                      （単位：百万円） 

 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

三次計画 A △2,931 △2,632 △2,351 △2,043 △1,710 

裁判所提出計画 B △3,889 △3,628 △3,359 △3,091 △2,819 

 差 A-B 958 996 1,008 1,048 1,109 

 

ウ 繰越金の計画                       （単位：百万円） 

 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

三次計画 A 9,493 8,235 7,313 6,572 5,605 

裁判所提出計画 B 9,760 8,811 8,256 7,539 6,969 

 差 A-B △267 △576 △943 △967 △1,364 
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２ 県による財政的なリスクの対処のための具体的な対応 

公社が裁判所提出計画や三次計画に沿って、効果的・効率的な業務運営を行う  こ

とにより黒字経営を維持し、債務超過を縮減するとともに、債務の返済を確実に  履

行することができるよう、経営監理委員会や立入検査等により公社の経営状況や 各

事業の進捗状況などを把握し、適時、的確な指導・監督を実施する。 

 

 

３ 財政的なリスクを解消させるまでのスケジュール 

公社は、裁判所提出計画や三次計画に沿って、経営改善に取り組み、保有土地の早

期処分と公社賃貸住宅管理事業などの収益により利益を確保し、債務の弁済を確実に

履行することとしているが、保有土地については、大規模区画の処分が終了して  お

り、また、公社賃貸住宅管理事業では、安定した収益を上げているものの、単年度で

大きな利益を上げることは難しいことから、長期にわたり利益を確保し、債務超過額

を解消していく必要がある。 

公社の推計によると令和 5 年度末時点で 32 億 5 千万円であった債務超過額は、  

令和10年度末で17億円余となり、令和15年度末には解消される見込みである。 

公社が多額の債務を長期にわたり確実に履行しながら、債務超過額を解消していく

ためには、より一層の経営努力が必要であることから、県としては、公社経営監理  

委員会や立入検査などにより公社の経営を監視し、適時、的確な指導・監督を行って

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 

     千葉県県土整備部都市整備局住宅課 

電 話 ０４３－２２３－３２２６ 

 


